
福井県資金繰り円滑化支援資金要綱 

 

１ 目 的         社会経済環境の変化により一時的に資金繰りに支障

が生じている中小企業者に対し、既往借入金の借換え

および当該借換えに伴う新たな事業資金について、融

資の円滑化を図ることにより、中小企業者の資金繰り

および経営の改善に寄与することを目的とする。 

 

２ 融 資 対 象 者         県内において、１年以上継続して事業を営んでいる

中小企業者であって、次のいずれにも該当する中小企

業者 

 

（１）融資申込時点において、保証協会の保証付き既

往借入金の残高を有すること 

（２）経営改善計画に基づき返済条件の見直しを図

ることによって、資金繰りおよび経営の改善が

期待できること 

 

３ 融 資 限 度 額         ８，０００万円 

ただし、資金使途の（２）の融資額は、資金使途の

（１）の借換えの金額以下とする。 

 

４ 資 金 使 途         （１）令和７年３月３１日以前の保証協会の保証付き

既往借入金の借換えに必要な資金 

（２）（１）の借換えに伴い必要となる新たな事業資

金 

（注）借換えの対象となる借入金は、証書方式で借り

入れ、現在、当初約定どおり返済がなされている

ものに限る。 

 

５ 融 資 期 間         １５年以内（据置１年以内を含む。） 

 

６ 融 資 利 率         福井県中小企業者向け制度融資要綱（共通）の「５

（５）融資利率」の別表１のとおりとする。 

 

７ 信 用 保 証         保証協会の保証を必ず付けること。 

 ・中小企業信用保険法第２条第５項第１号から第８

号までのいずれかに該当する中小企業者として市

町長の認定を受けた場合は、保証協会の特別保証

の対象となる。 

 

 

 

 

 

 

 

＊中小企業者の定義 

P.1「共通 2(1)」参照 

 

 

 

＊中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 1

号から第 8 号のいずれかの認定を受け

た場合は、融資に際して認定書を付し

てください。 

 

 

 

 

 

 

＊融資限度額とは、1 年度当たりの限度

額です。 

 P.3「共通 5(2)」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊令和 7年 4月 1 日現在 

2.25％以下（保証付き・ 

責任共有制度対象） 

2.15％以下（保証付き・ 

責任共有制度対象外） 

 

＊中小企業信用保険法第 2条第 5項第 1

号から第 4号または第 6号のいずれか

に該当する場合は責任共有制度の対

象外となります。 

 

 



８ 担保・保証人         保証協会の定めによる。 

９ 必 要 書 類         （１）融資申込書１部［様式第１号－１、２］ 

（２）県税に滞納がないことを証明事項とする納税

証明書 

（３）消費税の納税証明書（その３） 

（４）直近２期分の決算書 

（５）経営改善計画書［様式第２号］ 

※資金需要を証する書類を添付（設備資金の

場合に限る。） 

（６）収支計画・資金繰り計画［様式第３号］ 

（７）その他県、取扱金融機関、保証協会が必要と認

める書類 

 

10 期 中 管 理    （１）取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会 

に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告 

するものとする。  

(２) 取扱金融機関は、半期末時点における中小企

業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資

産超過である場合、当該中小企業者に係る報告

内容の記載を省略することができるものとす

る。  

(３) 取扱金融機関が上記（１）の報告を行わなかっ

た場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う

時にその理由を記載した書面を提出するものと

する。 

 

11 その他注意事項  （１）保証条件については、保証協会の業務取扱要領

に定めるところによる。 

（２）申込中小企業者が、中小企業信用保険法第２条

第５項第５号の特定中小企業者であって、保証

協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機

関は、半年に一度、保証協会に対して所定の業務

報告書を提出する者とする。ただし、申込中小企

業者に対する保証金額が１，２５０万円以下で

あるとき、保証期間が１年以内であるときおよ

び平成３０年４月１日以降に保証申込受付けし

たものはこの限りでない。 

なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなか

った場合は、当該案件に係る代位弁済請求を    

行う時にその理由を記載した書面を提出するも

のとする。 

（３）県が必要と認める場合、融資または保証につい

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊収支計画・資金繰り計画［様式第 3

号］については、これに準じたもの

でも利用できます。 



て、取扱金融機関、保証協会および関係支援機関

に対し報告を求め調査を行うことができる。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、既に融資を行った融資金については、なお従前の例

による。 

 

 


